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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注)  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第２四半期連結
累計期間

第11期
第２四半期連結

累計期間

第10期
第２四半期連結

会計期間

第11期 
第２四半期連結 

会計期間
第10期

会計期間

自  平成21年
      ４月１日
至  平成21年 
      ９月30日

自 平成22年
      ４月１日
至  平成22年 
      ９月30日

自 平成21年
      ７月１日
至  平成21年 
      ９月30日

自 平成22年 
      ７月１日 
至  平成22年 
      ９月30日

自  平成21年
      ４月１日
至  平成22年 
      ３月31日

売上高 (千円) 1,531,595 1,618,859 781,000 807,781 3,156,996 

経常利益 (千円) 285,661 390,931 149,604 192,692 619,306 

四半期(当期)純利益 (千円) 159,458 213,927 82,864 104,550 342,348 

純資産額 (千円) ― ― 2,393,491 2,884,373 2,713,819 

総資産額 (千円) ― ― 4,331,242 4,973,599 4,849,758 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 98,462.24 115,123.41 107,533.98 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 7,893.96 10,589.43 4,102.22 5,175.26 16,947.46 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 7,813.05 10,502.02 4,034.39 5,146.38 16,764.96 

自己資本比率 (％) ― ― 45.9 46.8 44.8 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 90,882 64,010 ― ― 481,097 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 53,044 △175,055 ― ― △949,476

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △30,492 △60,536 ― ― 94,165 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(千円) ― ― 2,328,061 1,668,832 1,840,413 

従業員数 (名) ― ― 87 90 83 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

 
(注)  従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者

を含む就業人員であります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

 
(注)  従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 90 

 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 90 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 
  

(2) 受注実績 

該当事項はありません。 
  

(3) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績を商品別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2. 当社の報告セグメントは「信用保証事業」のみですが、上記ではより詳細に商品別に記載しております。な

お、当該商品別の区分は前年同期から変更ありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについては、重要な変更はありません。

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。 

  
(1)経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や各種経済対策の効果により緩やかな

回復傾向がみられたものの、欧米経済の不安定な情勢等による為替相場の急激な円高により、企業収益

への影響が懸念されるなど、先行きは予断を許さない状況が続いております。 

 当社グループを取り巻く環境を見ますと、本年９月末において、企業の法的整理による倒産件数は13

カ月連続で前年同月比減少となる一方、負債金額5,000万円未満の倒産が３カ月連続で半数を超えるな

ど（帝国データバンク調べ）、中小企業を中心とした小規模な倒産は依然として高水準で推移しており

ます。 

 このような環境下、信用リスク保証サービスは堅調に推移し、保証残高は前連結会計年度末より約

１ 【生産、受注及び販売の状況】

商品別 サービス名 金額（千円） 前年同期比（％）

事業法人向け保証サービス

包括保証
売上高課金方式 124,083 96.4 

限度額課金方式 500,946 109.6 

個別保証 171,393 105.5 

小計 796,422 106.4 

金融法人向け保証サービス － 11,358 34.8 

合計 － 807,781 103.4 

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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100億円の増加となりました。景気動向が不透明な中、お客様の販売拡大に伴う債権保全ニーズに応

えると共に、引き続きリスク移転手法の多様化を図り、適正な利益水準の維持に取り組みました。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高807,781千円（前年同期比3.4％増

加）、営業利益189,318千円（前年同期比29.0％増加）、経常利益192,692千円（前年同期比28.8％増

加）、四半期純利益104,550千円（前年同期比26.2％増加）となりました。 

  

 商品別の業績は次のとおりであります。 

①事業法人向け保証サービス 

事業法人向け保証サービスにつきましては、お客様が抱える取引拡大ニーズや与信管理コスト削減

ニーズなどにきめ細かく対応する提案を行なうことで、大企業や中堅企業向けの販売拡大に注力いた

しました。また、新規顧客を中心に与信管理に関するリスクコンサルティングを行ない、顧客の個別

ニーズに対応する保証サービスの販売を図りました。 

 販売チャネルにおいては、新たに㈱日立保険サービス、㈱山形銀行と提携することで、販売網の更

なる強化を図りました。 

 これらに加え、売掛債権担保融資の担保債権へ当社の保証を付すことにより、同担保債権の信用力

を高める案件を手掛けるなど、保証サービスの対象拡大を図る提案を行なってまいりました。 

 以上の結果、当該サービスに係る売上高は、796,422千円（前年同期比6.4％増加）となりました。

②金融法人向け保証サービス 

金融法人向け保証サービスにつきましては、引き続き様々な金融機関に対し営業活動を行ない、新

たな案件の受注拡大を図りましたが、前年度のような大口契約が無かったため、当該サービスに係る

売上高は、11,358千円（前年同期比65.2％減少）となりました。 

  
(2)財政状態の分析 

①資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2.6％増加し、4,973,599千円

となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.1％増加し、4,178,602千円となりました。これは、前払

費用が151,721千円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、794,997千円となりました。これは、無形固

定資産が20,277千円減少したことなどによります。 

  ②負債の部 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、2,089,225千円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、2,031,707千円となりました。これは、前受

金が125,875千円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて11.3％増加し、57,517千円となりました。これは、役員退

職慰労引当金が6,479千円増加したことなどによります。 

③純資産の部 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.3％増加し、2,884,373千円となりました。これは、利

益剰余金が153,321千円増加したことなどによります。 

  
(3)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第１四半期会
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計期間末と比べ26,105千円増加し、1,668,832千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、188,118千円（前年同期比49.4％）となりました。主な増加要因

は、税金等調整前四半期純利益192,692千円、前受金の増加80,849千円等であります。一方、主な減少

要因は、前払費用の増加154,851千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、154,873千円（前年同期比35.4％）となりました。主な減少要因

は、定期預金の増加額150,000千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、7,139千円（前年同期比187.6％）となりました。主な減少要因は、

配当金の支払額6,831千円等であります。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末と比べ171,581千円減少し、1,668,832千円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、64,010千円（前年同期比70.4％）となりました。主な増加要因

は、税金等調整前四半期純利益389,889千円及び保証履行引当金の増加63,644千円等であります。一

方、主な減少要因は、法人税等の支払額152,660千円、前払費用の増加額151,721千円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、175,055千円（前年同期は53,044千円の増加）となりました。主

な減少要因は定期預金預入による支出150,000千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、60,536千円（前年同期比198.5％）となりました。主な減少要因

は、配当金の支払額59,923千円等であります。 

  

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

  

(5)研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

当社グループを取り巻く環境として、円高や海外景気の下振れなど、先行き不透明な情勢が続くと思

われます。直近における前年同月比での倒産件数は減少から横ばい傾向に転じつつあり、中小企業金融

円滑化法や信用保証協会の景気対応緊急保証の延長問題がクローズアップされるなど、中小企業を取り

巻く収益環境・資金調達環境が厳しさを増す懸念が高まっています。 

 当社グループといたしましては、引き続きリスクに見合った保証料を設定し、新規顧客の拡大に取り
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組みます。新たな販路の開拓や既存取引先との取引拡大で生じるリスクヘッジのニーズに応える一

方、顧客企業が抱えるリスクマネジメント面の課題に対し、リスクコンサルティングサービスを強化す

ることで、個別のニーズに応じた当社保証サービスの提案を行なってまいります。更に、新たなリスク

移転手法を活用することで、一層多様かつ幅広いリスクを引受け、適正な利益水準と将来の成長を両立

するリスク移転を行ない、安定した収益の拡大を図ります。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。 

  

  

  

  

  

  

― 8 ―



第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】 

 
(注) 大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とと

もに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成18年10月31日臨時株主総会決議 

 
（注）１ 株式の数の調整 

   本新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式

併合を行う場合は、次の算式により未発行の付与株式数につき調整を行い、調整により生じる１株未満の端

数は切り捨てる。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 39,200 

計 39,200 

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,202 20,202 
大阪証券取引所 

（ＪＡＳＤＡＱ市場）
当社は単元株式数を
定めておりません。

計 20,202 20,202 ― ―

 
第２四半期会計期間末現在 

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 528

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

当社は単元株式数を定めておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 528（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 180,000（注）２

新株予約権の行使期間 平成20年11月1日～平成26年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 180,000 
資本組入額 90,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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   調整後付与株式数  ＝   調整前付与株式数  × 株式分割・株式併合の比率 

 
   また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な

範囲で未行使の付与株式数を調整することができる。 

  

２ 払込金額の調整 

   当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものとする。 

  

 
  

   また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使に伴うものを除

く）を行う場合、次の算式によりその時点における払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は

切り上げるものとする。 

 なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控

除した数をいうものとする。 

  

 
  

   さらに、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当

社はその条件等を勘案の上、合理的な範囲内で払込金額の調整を行うことができるものとする。 

  

３ 権利行使の条件等 

（１）新株予約権の割当を受けた当社取締役及び従業員が権利行使時に当社及び当社の子会社等の取締役、

   監査役もしくは従業員の地位を有していること。ただし、次の場合はこの限りではない。 

  ① 任期満了により、取締役又は監査役を退任する場合 

  ② 取締役又は監査役を解任された場合（ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁

    を受けた場合を除く） 

  ③ 定年により、従業員が退職する場合 

  ④ 任期途中で、取締役を退任した場合 

  ⑤ 従業員が会社都合により退職した場合（ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制

    裁を受けた場合を除く） 

（２）新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。ただし、相続は除く。 

（３）１年間に権利行使できる新株予約権の個数は、以下のとおりとする。ただし、１年間に行使できる新

   株予約権の個数は、当初割当個数の１／２（役員は１／３）を上限とする。なお、所定の割当個数が

   10個以下であるときはこの限りでない。 

  （役員） 

  ① 平成21年11月１日から平成22年10月31日まで 

     上記期間において権利行使できる新株予約権の個数は、当初割当個数の１／３を上限とする。ただ

    し、新株予約権の行使個数に１個未満の端数が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。 

  ② 平成22年11月１日から平成23年10月31日まで 

     上記期間において権利行使できる新株予約権の個数は、当初割当個数の１／３を上限とする。ただ

    し、新株予約権の行使個数に１個未満の端数が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。 

  ③ 平成23年11月１日から平成26年10月31日まで 

    上記期間において権利行使できる新株予約権の個数は、当初割当個数を上限とする。ただし、新株 

        予約権の行使個数に１個未満の端数が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。 

  （従業員） 

  ① 平成20年11月１日から平成21年10月31日まで 

    上記期間において権利行使できる新株予約権の個数は、当初割当個数の１／３を上限とする。ただ 

    し、新株予約権の行使個数に１個未満の端数が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。 

  ② 平成21年11月１日から平成22年10月31日まで 

    上記期間において権利行使できる新株予約権の個数は、当初割当個数の１／３を上限とする。ただ 

  

 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

 
  
 

調 整 後 
払込金額

 
  
 
＝

 
  
 

調 整 前 
払込金額

 
  
 
×

 
既発行株式数＋

新規発行株式数又は
処分する自己株式数

×
１株当たり払込金額又は
１株当たり処分金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数 又は 処分する自己株式数
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    し、新株予約権の行使個数に１個未満の端数が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。 

  ③ 平成22年11月１日から平成25年10月31日まで 

    上記期間において権利行使できる新株予約権の個数は、当初割当個数を上限とする。ただし、新株 

        予約権の行使個数に１個未満の端数が生じる場合には、これを繰り上げるものとする。 

（４）その他条件は、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

   に定めるところによる。 

  

②平成19年９月25日開催の取締役会決議 

 
（注）１ 株式の数の調整 

   新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 
 当社が株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ）又は株式併合を行う場合、各割当対象者に割り当てら
れる新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かか
る調整は、当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整
の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとし、金銭による調整は行わないものとす
る。  

  

 
  
   また、上記のほか、目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、株式の数

の調整を行うことができるものとする。 
  
２ 払込金額の調整 
   新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

 
  
   また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

 
  
   上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるも
のとする。 
 上記のほか、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で払込金額

 
第２四半期会計期間末現在 

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 190

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

当社は単元株式数を定めておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 190（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 186,000（注）２

新株予約権の行使期間 平成22年６月30日～平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 186,000 
資本組入額 93,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

  調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
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の調整を行うことができるものとする。 
  
３ 権利行使の条件等 

（１）新株予約権の割当を受けた当社取締役が権利行使時に当社及び当社の子会社等の取締役、監査役もし

   くは従業員の地位を有していること。ただし、次の場合はこの限りではない。 

  ① 任期満了により、取締役又は監査役を退任する場合 

  ② 取締役又は監査役を解任された場合（ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁

    を受けた場合を除く） 

  ③ 任期途中で、取締役を退任した場合 

（２）新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。ただし、相続は除く。 

（３）その他条件は、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

   に定めるところによる。 

  

４ 組織再編行為時の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株

式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

（１）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

   再編対象会社の普通株式とする。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

   組織再編行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。 

（３）新株予約権の行使に際して出資される財産の金額 

   組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使金額に上記（２）にしたがって決定される株式の

   数を乗じて得られる金額とする。 

（４）新株予約権を行使することができる期間 

   残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限 

   各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。 

（６）その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。 

  

③平成19年９月25日開催の取締役会決議 

 
第２四半期会計期間末現在 

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 30

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

当社は単元株式数を定めておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 186,000（注）２

新株予約権の行使期間 平成21年６月30日～平成25年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 186,000 
資本組入額 93,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
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（注）１ 株式の数の調整 

   新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

 当社が株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ）又は株式併合を行う場合、各割当対象者に割り当てら

れる新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かか

る調整は、当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとし、金銭による調整は行わないものとす

る。  

  

 
  

   また、上記のほか、目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、株式の数

の調整を行うことができるものとする。 

  

２ 払込金額の調整 

   新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  

   また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  

   上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のとする。 

 上記のほか、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で払込金額

の調整を行うことができるものとする。 

  

３ 権利行使の条件等 

（１）新株予約権の割当を受けた当社従業員及び当社子会社の取締役、監査役、従業員が権利行使時に当社

   及び当社の子会社等の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有していること。ただし、次の場合は

   この限りではない。 

  ① 任期満了により、取締役又は監査役を退任する場合 

  ② 取締役又は監査役を解任された場合（ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁

    を受けた場合を除く） 

  ③ 定年により、従業員が退職する場合 

  ④ 任期途中で、取締役を退任した場合 

  ⑤ 従業員が会社都合により退職した場合（ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制

    裁を受けた場合を除く） 

（２）新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。ただし、相続は除く。 

（３）その他条件は、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

   に定めるところによる。 

  

４ 組織再編行為時の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

 
  
 

調 整 後 
払込金額

 
  
 
＝

 
  
 

調 整 前 
払込金額

 
  
 
×

 
既発行株式数＋

新規発行株式数又は
処分する自己株式数

×
１株当たり払込金額又は
１株当たり処分金額

調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数 又は 処分する自己株式数
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権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

転計画において定めた場合に限るものとする。 

（１）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

   再編対象会社の普通株式とする。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

   組織再編行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。 

（３）新株予約権の行使に際して出資される財産の金額 

   組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使金額に上記（２）にしたがって決定される株式の

   数を乗じて得られる金額とする。 

（４）新株予約権を行使することができる期間 

   残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限 

   各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。 

（６）その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。 

  

④平成20年10月16日開催の取締役会決議 

 
（注）１ 株式の数の調整 

 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

 当社が株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、各割当対象者に割り当て

られる新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、か

かる調整は、当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

    調整後株式数  ＝   調整前株式数  × 分割・併合の比率 

  

   また、上記のほか、目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、株式の数

の調整を行うことができるものとする。 

  

２ 払込金額の調整 

 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
第２四半期会計期間末現在 

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

当社は単元株式数を定めておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 136,353（注）２

新株予約権の行使期間 平成23年10月17日～平成27年10月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 136,353 
資本組入額 68,177

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
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   新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分（新

株予約権の行使による場合等一定の場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 
  

  

   なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社普通株式に係る発行済み株式の総数から当社が保有す

る普通株式の自己株式の数を除くものとする。 

 また、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等行使価額の調整を必要とするやむ

を得ない事由が生じたときは、行使価額の調整を行うことができるものとする。 

  

３ 権利行使の条件等 

（１）新株予約権の割当を受けた当社取締役が権利行使時に当社および当社の子会社等の取締役、監査役も

   しくは従業員の地位を有していること。 

   ただし、次の場合はこの限りではない。 

  ① 任期満了により、取締役または監査役を退任する場合 

  ② 取締役または監査役を解任された場合（ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制

    裁を受けた場合を除く） 

  ③ 任期途中で、取締役を退任した場合 

（２）新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。ただし、相続を除く。 

（３）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

  

４ 組織再編行為時の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す

る新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株

式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

（１）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

   再編対象会社の普通株式とする。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

   組織再編行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。 

（３）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

   組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使価額に上記（２）に従って決定される株式の 

   数を乗じて得られる金額とする。 

（４）新株予約権を行使することができる期間 

   残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限 

   各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。 

（６）その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

 
  
 

調 整 後 
行使価額

 
  
 
＝

 
  
 

調 整 前 
行使価額

 
  
 
×

 
既発行株式数＋

新規発行株式数又は
処分する自己株式数

×
行使価額又は

１株当たり処分金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数 又は 処分する自己株式数
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⑤平成22年３月30日開催の取締役会決議 

 
(注) １ 株式の数の調整 

 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

 当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ)又は株式併合を行う場合、各割当対象者に割り当てられ

る新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる

調整は、当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

  
 また、上記のほか、目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、株式の数

の調整を行うことができるものとする。 
  

２ 払込金額の調整 

 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   

 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分(新
株予約権の行使による場合等一定の場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に
よる１円未満の端数は切り上げる。 

  

   

 なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社普通株式に係る発行済み株式の総数から当社が保有す

る普通株式の自己株式の数を除くものとする。 

 また、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等行使価額の調整を必要とするやむ

を得ない事由が生じたときは、行使価額の調整を行うことができるものとする。 
  

３ 権利行使の条件等 

(1)新株予約権の割当を受けた当社取締役が権利行使時に当社および当社の子会社等の取締役、監査役もしく

は従業員の地位を有していること。 

ただし、次の場合はこの限りではない。 

 
第２四半期会計期間末現在 

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 

当社は単元株式数を定めておりません。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 275,869(注)２

新株予約権の行使期間 平成25年４月15日～平成30年４月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  275,869 
資本組入額  137,935

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・株式併合の比率

   

既発行株式数＋

新規発行株式数又は 
処分する自己株式数

×
行使価額又は

１株当たり処分金額

調 整 後 
行使価額

＝
調 整 前 
行使価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行株式数 又は 処分する自己株式数
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①任期満了により、取締役または監査役を退任する場合 

②取締役または監査役を解任された場合(ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を

受けた場合を除く) 

③任期途中で、取締役を退任した場合 

(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。ただし、相続を除く。 

(3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 
  

４ 組織再編行為時の取扱い 

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する

新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。 

(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記株式の数に準じて決定する。 

(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、調整される行使金額に上記に従って決定される株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(4)新株予約権を行使することができる期間 

 残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限 

 各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。 

(6)その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
  

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 
  

(6) 【大株主の状況】 

平成22年９月30日現在 

 
(注)    上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

    日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,758株    

    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 787株 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成22年７月１日～ 
平成22年９月30日 

― 20,202 ― 1,048,755 ― 458,755 

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５番１号 6,398 31.67 

株式会社帝国データバンク 東京都港区南青山２丁目５番20号 1,794 8.88 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,758 8.70 

株式会社エヌ・ティ・ティ・デ
ータ 

東京都江東区豊洲３丁目３番３号 1,200 5.94 

株式会社ジェーシービー 東京都港区青山５丁目１番22号 1,000 4.95 

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社 

東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 800 3.96 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 787 3.89 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 784 3.88 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７番３号 670 3.31 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 500 2.47 

計 ― 15,691 77.65 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 
  

② 【自己株式等】 

 
  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 
(注) 最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであります。 

  

  平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ─ ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,202 20,202 
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 20,202 ― ―

総株主の議決権 ― 20,202 ―

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
 ４月

 
 ５月

 
 ６月

 
 ７月

 
 ８月

 
 ９月

最高(円) 269,100 246,000 216,400 205,000 200,000 199,300 

最低(円) 226,000 199,000 195,000 187,000 185,000 190,000 
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りでありま

す。 

 

(1)新任役員 

  該当事項はありません。 

  

(2）退任役員 

  該当事項はありません。 

  

(3)役職の異動 

 
  

  

  

  

  

  

  

３ 【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏 名 異動年月日

取締役
執行役員 

業務企画部管掌
取締役

執行役員
管理（経営管理

部）管掌
馬場 豊吉 平成22年７月１日

取締役
執行役員 

経営管理部管掌 
兼経営管理部長

取締役
執行役員

経営管理部長
唐津 秀夫 平成22年７月１日
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,668,832 3,690,413

売掛金 12,046 17,450

前払費用 ※１  434,499 ※１  282,777

繰延税金資産 49,311 49,311

未収入金 9,895 7,568

その他 4,018 3,535

流動資産合計 4,178,602 4,051,057

固定資産   

有形固定資産 ※２  52,441 ※２  40,303

無形固定資産 175,889 196,167

投資その他の資産   

投資有価証券 495,731 494,865

その他 70,934 67,365

投資その他の資産合計 566,665 562,230

固定資産合計 794,997 798,700

資産合計 4,973,599 4,849,758

負債の部   

流動負債   

買掛金 47,279 70,834

未払法人税等 174,319 159,102

保証履行引当金 93,591 29,946

賞与引当金 45,198 40,322

前受金 ※３  1,582,090 ※３  1,707,965

その他 89,228 76,092

流動負債合計 2,031,707 2,084,265

固定負債   

役員退職慰労引当金 52,966 46,486

その他 4,551 5,186

固定負債合計 57,517 51,672

負債合計 2,089,225 2,135,938

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,048,755 1,048,755

資本剰余金 458,755 458,755

利益剰余金 818,213 664,891

株主資本合計 2,325,723 2,172,401

新株予約権 40,253 29,453

少数株主持分 518,397 511,964

純資産合計 2,884,373 2,713,819

負債純資産合計 4,973,599 4,849,758
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,531,595 1,618,859

売上原価 772,042 691,256

売上総利益 759,553 927,603

販売費及び一般管理費 ※  478,856 ※  543,248

営業利益 280,696 384,354

営業外収益   

受取利息 5,100 6,690

営業外収益合計 5,100 6,690

営業外費用   

支払利息 135 113

営業外費用合計 135 113

経常利益 285,661 390,931

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,042

特別損失合計 － 1,042

税金等調整前四半期純利益 285,661 389,889

法人税等 127,390 169,529

少数株主損益調整前四半期純利益 － 220,360

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,186 6,432

四半期純利益 159,458 213,927
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 781,000 807,781

売上原価 402,674 353,249

売上総利益 378,325 454,531

販売費及び一般管理費 ※  231,555 ※  265,212

営業利益 146,770 189,318

営業外収益   

受取利息 2,900 3,429

営業外収益合計 2,900 3,429

営業外費用   

支払利息 66 55

営業外費用合計 66 55

経常利益 149,604 192,692

税金等調整前四半期純利益 149,604 192,692

法人税等 66,715 83,788

少数株主損益調整前四半期純利益 － 108,904

少数株主利益 23 4,353

四半期純利益 82,864 104,550
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 285,661 389,889

減価償却費 7,577 29,808

株式報酬費用 4,664 10,800

保証履行引当金の増減額（△は減少） 15,901 63,644

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,697 4,875

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,045 6,479

受取利息 △5,100 △6,690

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,042

売上債権の増減額（△は増加） △5,794 5,403

仕入債務の増減額（△は減少） 13,297 △23,554

前払費用の増減額（△は増加） △5,673 △151,721

未収入金の増減額（△は増加） 74,078 △2,326

前受金の増減額（△は減少） △114,465 △125,875

その他 △4,907 10,035

小計 266,587 211,812

利息の受取額 5,279 4,970

利息の支払額 △135 △113

法人税等の支払額 △180,849 △152,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,882 64,010

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 250,000 △150,000

有形固定資産の取得による支出 △6,176 △33,910

有形固定資産の売却による収入 － 14,898

無形固定資産の取得による支出 △187,995 △463

敷金の差入による支出 △2,784 △5,579

投資活動によるキャッシュ・フロー 53,044 △175,055

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △590 △612

配当金の支払額 △29,902 △59,923

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,492 △60,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113,434 △171,581

現金及び現金同等物の期首残高 2,214,627 1,840,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,328,061 ※  1,668,832
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

【表示方法の変更】 

  

 
  

 
  

【簡便な会計処理】 

  

 
  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  

 
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変

更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微でありま

す。 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 
 

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

 
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

繰延税金資産の算定方法  当社の繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降

に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる

ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

 
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 前払費用 

 主として当社が再保証委託先に支払う保証料（支払保
証料）及び代理店に支払う紹介料（諸手数料）に係わる
前払相当額であります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額  37,647千円 

※３ 前受金 
 当社が保証契約先から受取る保証料に係わる前受相当
額であります。 

 ４ 偶発債務 
   保証債務          110,172,700千円 
 当社は営業活動として保証契約先から売上債権の保証
の引受を行なっており、上記保証残高は、当社が提供し
ている保証枠の金額を記載しております。なお、これに
係る保証債務のうち101,006,300千円については、金融
機関等による保険及び保証によって補填されておりま
す。 

 

 

 

 

※１ 前払費用 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額  42,998千円 

※３ 前受金 

 ４ 偶発債務 
   保証債務          99,864,690千円 
 当社は営業活動として保証契約先から売上債権の保証
の引受を行なっており、上記保証残高は、当社が提供し
ている保証枠の金額を記載しております。なお、これに
係る保証債務のうち91,727,890千円については、金融機
関等による保険及び保証によって補填されております。 

同左
 
 
 

 

同左
 
 

 

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

  給与手当          175,166千円 
  賞与引当金繰入額       21,059千円 
  役員退職慰労引当金繰入額   6,045千円 

※ 販管費及び一般管理費の主なもの 

  給与手当          181,828千円 
  賞与引当金繰入額       24,611千円 
  役員退職慰労引当金繰入額   6,479千円 

(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

  給与手当           85,166千円 
  賞与引当金繰入額        9,737千円 
  役員退職慰労引当金繰入額    3,129千円 

※ 販売費及び一般管理費の主なもの 

  給与手当          90,530千円 
  賞与引当金繰入額       7,237千円 
  役員退職慰労引当金繰入額   3,350千円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日 

 至  平成22年９月30日) 

１  発行済株式の種類及び総数 

 
  

２  新株予約権の四半期連結会計期間末残高 

ストック・オプションとしての新株予約権 

 
(注)  当第２四半期連結会計期間末残高のうち、新株予約権を行使することができる期間が到来していない新株予約

権の残高は13,975千円であります。 

  

３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係(平成21年９月30日現在) 

 
現金及び預金 3,178,061千円

預入期間が３か月超の定期預金 △850,000 〃

現金及び現金同等物 2,328,061千円

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係(平成22年９月30日現在) 

 
現金及び預金 3,668,832千円

預入期間が３か月超の定期預金 △2,000,000〃

現金及び現金同等物 1,668,832千円

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 20,202 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当第２四半期
連結会計期間
末残高(千円)前連結会計

年度末 

当四半期連
結累計期間

増加

当四半期連
結累計期間

減少

当四半期連
結会計期間

末

提出会社 
ストック・オプ
ションとしての
新株予約権 

─ ─ ─ ─ ─ 40,253

合計 ─ ─ ─ ─ ─ 40,253

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 60,606 3,000 平成22年３月31日 平成22年６月23日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

当社及び連結子会社の事業は、信用保証事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従

って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

当社及び連結子会社の事業は、信用保証事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従

って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

海外売上高がないため、記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会

計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

当社グループは報告セグメントが信用保証事業のみであるため、記載は省略しております。 

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 5,400千円 
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(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 

  

 
  
２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  
(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

  

 115,123.41円
 

107,533.98円

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 7,893.96
円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 7,813.05
円

 

１株当たり四半期純利益金額 10,589.43
円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 10,502.02
円

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 159,458 213,927 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 159,458 213,927 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ─ ─

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 20,200 20,202 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用
いられた四半期純利益調整額の主要な内訳(千円) 

─ ─

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 209 168 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式につ
いて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要 

─

平成22年３月30日開催の取
締役会決議による新株予約
権 
なお、概要は、「第４提出
会社の状況、１株式等の状
況、（２）新株予約権等の
状況」に記載の通りであり
ます。 
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第２四半期連結会計期間 

  

 
  
(注)  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

  

  

該当事項はありません。 

  

(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 4,102.22
円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 4,034.39
円

 

１株当たり四半期純利益金額 5,175.26
円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 5,146.38
円

項目 (自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 82,864 104,550 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 82,864 104,550 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ─ ─

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 20,200 20,202 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用
いられた四半期純利益調整額の主要な内訳(千円) 

─ ─

四半期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 339 113 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式につ
いて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要 

─

平成22年３月30日開催の取
締役会決議による新株予約
権 
なお、概要は、「第４提出
会社の状況、１株式等の状
況、（２）新株予約権等の
状況」に記載の通りであり
ます。 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成２１年１１月１０日

イー・ギャランティ株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

イー・ギャランティ株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第２四

半期連結会計期間(平成２１年７月１日から平成２１年９月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成

２１年４月１日から平成２１年９月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イー・ギャランティ株式会社及び連結子会

社の平成２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    勝    又    三    郎    印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    服    部    一    利    印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



  
平成２２年１１月８日

イー・ギャランティ株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

イー・ギャランティ株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第２四

半期連結会計期間(平成２２年７月１日から平成２２年９月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成

２２年４月１日から平成２２年９月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イー・ギャランティ株式会社及び連結子会

社の平成２２年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期

連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    勝    又    三    郎    印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    服    部    一    利    印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
（注）上記のイー・ギャランティ株式会社九州支店は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧

に供しております。 

  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月12日 

【会社名】 イー・ギャランティ株式会社 

【英訳名】 ｅＧｕａｒａｎｔｅｅ，Ｉｎｃ． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  江 藤 公 則 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 執行役員 経営管理部長  唐 津 秀 夫 

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 

【縦覧に供する場所】 イー・ギャランティ株式会社 大阪支店 

  (大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号) 

 イー・ギャランティ株式会社 九州支店 

  (福岡市博多区博多駅前四丁目１番１号) 

 イー・ギャランティ株式会社 名古屋支店 

  (愛知県名古屋市西区牛島町六番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長江藤公則及び当社最高財務責任者唐津秀夫は、当社の第11期第２四半期(自 平成

22年７月１日 至 平成22年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記

載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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